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特別報告

COVID-19流行下の障がい児者， 難病患者への支援：日本公衆衛生学会
公衆衛生モニタリング・レポート委員会　障がい・難病グループ
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目的　COVID-19流行下の障がい児者， 難病患者の障がい特性に応じた支援の難しさや重要性を考慮

し， 障がい児者， 難病患者への支援活動や課題に関して行ったモニタリング活動を報告する。

方法　COVID-19流行下， 2019年から2022年にかけて「障がい」と「難病」をキーワードに， 情報

収集を行い， 課題抽出を行った。情報収集資料は， ①日本公衆衛生学会， 地方公衆衛生学会

の総会抄録， 雑誌（2019～21年）， ②海外学術雑誌， ③新聞｛全国紙（朝日新聞・読売新聞・

毎日新聞・産経新聞）， 2021.1.1～2021.12.31（1 年間）｝， 雑誌， ホームページなどのメディア

情報， ④法律， 通知， 研究費などの行政情報， ⑤患者団体の情報とした。日本公衆衛生学会

へいくつかの提言を行った。

活動内容　2020年現在， 障がい施設では感染対策の専門家から助言を受ける体制がない。

COVID-19流行下， 障がい者は COVID-19に関する情報を得にくいなど障がい特性に起因する

困難を抱えていた。障がい児は通所施設の閉鎖によりストレスを感じている。働き方の変化

を考慮して， さらに Web 調査が必要である。2021年には自治体に対し， 障がい特性に応じた

障がい者への情報提供や感染症対応マニュアル作成が義務付けられ， 学会などの支援が期待

された。2022年は， 自治体が主体となって医療・保健・福祉の連携が求められている。

COVID-19含めた感染対策マニュアル作成含めて地域間格差をなくすためにも学会の支援が望

まれた。

結論　COVID-19流行時に障がい者施設等福祉制度の支援に様々な専門家から助言を得られたこと

は， 活動当初の目標を達成できたと考える。今後も各専門家が健康と福祉に取り残されてい

る人がいないかという視点で活動をすることを期待したい。
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Ⅰ は じ め に

新型コロナウイルス感染症は2020年 1 月に日本初

の感染者の報告以降2023年 5 月 9 日までに 8 回の

流行があり， 国内の新型コロナウイルス感染の累積

陽性者数33,803,572人， 死亡者数74,694人となっ

た1)。

新型コロナウイルス感染症は， オミクロン株の亜

系統等の変異株割合が増加しているものの重症度が

上昇していることを示す知見は国内外で確認されて

いないことや発生水準は2022年夏の感染拡大前を

下回る状況が継続し， 病床使用率や重症病床使用率

は全国的に低いことから， 感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律（以下「感染症

法」という。）上の「新型インフルエンザ等感染症」

に該当しないものとし， 2023年 5 月 8 日から「5 類

感染症」に位置付けられた2)。

厚生労働省の感染症情報によれば2021年 1 月から

2023年 4 月23日までに集団感染等が52,534件発生し

ているが， 医療機関7,763件（14.8%）， 高齢者施設

29,233件（41.3%）と並んで障がい者福祉施設で

は， 2,392件（4.6%）発生していた1)。とくに障が
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い児者， 難病患者では， 高齢者， 基礎疾患を有する

患者への感染対策に加えて， 障がい特性に応じた対

応が求められていた。

また，「障害福祉サービス施設・事業所職員のた

めの感染対策マニュアル」3) では， コミュニケー

ションの場を提供すること， 職員による利用者への

十分な説明， 意思の疎通に支援が必要な利用者に対

する対応の大切さとともに， 感染による重症化リス

クが高い方がいること， 聴覚過敏や触覚過敏等の環

境に対する普通以上の関心がある方がいること， 感

染者発生時に利用者が部屋の中を動きまわってゾー

ニングが難しい場合があること等が障がい特性に応

じた支援のポイントとして指摘されている。

上記状況から公衆衛生モニタリング・レポート委

員会（以下， 親委員会）4) 障がい・難病グループ（以

下， 当グループ）は新型コロナウイルス感染症流行

下の障がい児者， 難病患者の感染規模と障がい特性

に応じた支援の難しさや重要性を考慮し， 障がい児

者， 難病患者への支援活動や課題について約 2 年 9
か月モニタリング活動を行ってきたのでその報告を

行う。

Ⅱ 方 法

1. モニタリングのキーワード
日本公衆衛生学会での作業のため「障がい」「難

病」をキーワードにした。「障がい」は「障がい児

者の福祉」より「障がいの公衆衛生又は保健医療」

を，「難病」は「医療費助成や医療研究」より「公

衆衛生対策」を対象とした。

2. 情報収集資料
情報収集資料は①日本公衆衛生学会， 地方公衆衛

生学会の総会抄録， 雑誌（原則2019～21年）， ②海

外学術雑誌， ③新聞 {全国紙（朝日新聞・読売新

聞・毎日新聞・産経新聞）を中心に新型コロナウイ

ルス感染症・障がい者等で検索し関係のある記事を

抽出（2021年 1 月 1 日から12月31日まで）}， 雑誌，

ホームページなどのメディア情報， ④法律， 通知，

研究費などの行政情報， ⑤患者団体の情報とした。

各メンバーが原則2020年から2022年の約 2 年間の

資料に基づき障がい・難病に関する情報収集を行

い， 課題抽出， 学会への提言等をまとめた。

なお2020年は日本公衆衛生学会総会の抄録集や 
学会誌には新型コロナウイルス感染症に関する報告

がなかった。そのため NHK の新型コロナウイルス

情報やハートネットテレビ等に障がい児者の新型コ

ロナウイルス関連の情報が多くまとめられていたた

め収集を行い， 民間で実施された調査も参考にし

た。

Ⅲ 活 動 内 容

1. 親委員会4)と当グループの活動経過
日本公衆衛生学会では2009年11月から公衆衛生

専門家認定制度を開始。

親委員会4) では， 認定専門家を中心に組織した12
の専門分野別モニタリンググループ（2019年に新た

にグループ横断的なテーマ「発達障がい」を期間限

定で設定）が， 各専門分野における顕在的・潜在的

健康課題に関する情報の収集分析を行い， それぞれ

の健康課題に関する議論を深めている。現在， 120
人を超える認定専門家がモニタリング構成員として

参画し， ネット上で連絡を取り合って活動を進めて

いる5)。

健康リスクについて先見的に情報を収集・整理

し， 学会として情報発信し， 行政などへ政策提言す

ること（設置規定）を目的に， 2014年 3 月に親委員

会を設置。

当グループの活動経過は表 1 のとおり。

活動開始当時は年 2 回程度対面での会議を行い，

活動の方向性を確認。

構成員が障がい分野の専門家中心であったため，

障がい分野の横断的なモニタリングを行い， 課題抽

出。とくに身体・知的とも重度の重症心身障がい児

者の課題を抽出することで， 他の障がい児者にも同

様の課題がある可能性が高いと考え， 重症心身障が

い児者の課題を中心にモニタリングを開始。

「できる時に， できる人が， できる範囲でやる」

ことを基本にメール等で意見交換の上， 2014年11月
6 日の親委員会で当グループの活動の方向性を提

示。2015年 1 月12日より 4 人で活動を開始。

活動開始時， 福祉に関する認知度が学会員に低い

こと， どの分野にも福祉の視点も持っていただくた

め， まずは福祉を学会員に知っていただくことが重

要との視点で活動。

2019年度末からの新型コロナウイルスの感染拡大

があり， 障がい・難病分野の公衆衛生対策を当グ

ループでモニタリングすることは学会員が福祉を知

る目的に沿った活動と考える。

2. 2019/2020年度モニタリング報告
2019年度末からの新型コロナウイルス感染拡大に

より， 親委員会4) より2020年 4 月19日に年次報告書

作成休止の連絡があり， 4 月27日に2019/2020年度

年次報告書発行は 1 年先送りにし， 2 年分まとめる

ことになった。しかし， 親委員会から， 感染拡大下

であっても， 活動可能なグループは各グループの

テーマ領域における新型コロナウイルスに係る実際

の影響は「コロナ影響報告」として， ①状況（現
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表 1 障がい・難病グループモニタリング経過

2014（平成26）年 3 月 日本公衆衛生学会公衆衛生モニタリング・レポート委員会が設置

11月 1 日 公衆衛生専門家中心に12分野のモニタリンググループより選定　障がい・難病グループは 5 人となった

11月総会 シンポジウム「公衆衛生モニタリングレポート活動の展望と課題」

11月 6 日 公衆衛生モニタリング・レポート委員会リーダー会議

2015（平成27）年 1 月12日 障がいグループ会議

1 月16日 公衆衛生モニタリング・レポート委員会リーダー会議

2015（平成27）年 4～9 月 作業を 4 人で実施　主体とする内容を決定

4 月25日 annual report を作成し， モニタリング委員会リーダー会議で提出

7 月中旬～8 月 グループメンバーが各自対象資料の確認
対象資料として， ①日本公衆衛生学会， 地方公衆衛生学会の総会抄録， 雑誌， ②海外学術雑誌，
③新聞， 雑誌， HP などのメディア情報， ④法律， 通知， 研究費配分状況などの行政情報，
⑤患者団体の動向に分けた

7 月17日 公衆衛生モニタリング・レポート委員会リーダー会議

9 月30日 メンバーより担当分野ごとにレポートを提出

11月 4 日 日本公衆衛生学会総会で， 平成26年度活動報告について障がいグループとしてポスター発表

11月 5 日 公衆衛生モニタリング・レポート委員会リーダー会議（長崎）　これまでの検討結果を報告

2016（平成28）年 1 月11日 障がいグループ会議
・これまでの進捗状況の確認と平成27年度課題選定， 課題について意見交換1 月15日

4 月22日 公衆衛生モニタリング・レポート委員会リーダー会議

4 月 1 日 委員長から平成27年度報告書のフォーマットが示される　それに従い報告書を作成することになった

7 月中旬から 8 月 グループメンバーの対象資料の確認を行う
対象資料は2015年と同じ

7 月22日 公衆衛生モニタリング・レポート委員会リーダー会議

9 月30日 メンバーより担当分野ごとにレポートを提出

10月26日 日本公衆衛生学会総会で， 平成27年度活動報告を障がいグループとしてポスター発表

10月27日 公衆衛生モニタリング・レポート拡大委員会

特別報告「公衆衛生モニタリング・レポート委員会のこれまでとこれから」のセッションでこれまでの
検討結果を報告

2017（平成29）年 1 月20日 障がいグループ会議
・これまでの進捗状況の確認と平成28年度課題選定， 課題について意見交換

4 月 1 日 委員長から平成29年度報告書のフォーマットが示される　それに従い報告書を作成することになった

4 月21日 公衆衛生モニタリング・レポート委員会リーダー会議

5 月 7 日 障がいグループ会議
・これまでの進捗状況の確認と平成28年度課題選定， 課題について意見交換し，
日本公衆衛生学会に報告する内容について議論

7 月20日 報告書提出

7 月21日 公衆衛生モニタリング・レポート委員会リーダー会議

11月 1 日 日本公衆衛生学会総会で，「エビデンスに基づいた障害保健福祉施策の推進」をテーマにシンポジウム
を開催し， メンバー全員が参加
・日本公衆衛生学会， 地方公衆衛生学会の動向について
・障害に関するニュース 3 年間のモニタリングから見えてきたこと
・モニタリングから見えてきたこと～地域保健福祉活動のエビデンス蓄積の重要性～
・障害保健福祉行政の動向から見えてきた障害保健福祉施策の課題

公衆衛生モニタリング・レポート拡大委員会

2018年（平成30年）1月19日 公衆衛生モニタリング・レポート委員会
・公衆衛生モニタリング・レポート委員会の 4 期目の活動方向が示される

1 月27日 グループ会議
・これまでの障がい分野のみならず， 難病についても所管としていくことを確認
・グループメンバーの対象資料の確認を行う
・対象資料は2015年と同じ。

5 月25日 公衆衛生モニタリングレポート委員会
・委員長から平成29/30年度報告書のフォーマットが示される　それに従い報告書を作成することになっ
た

7 月10日 メンバーより担当分野ごとにレポートを提出

8 月 3 日 公衆衛生モニタリング・レポート拡大委員会

10月24日 日本公衆衛生学会総会で，「日本公衆衛生学会モニタリング委員会
【障がい・難病グループ】平成29・30年度活動報告」をポスター発表で行った

12月 2 日 メーリングリスト開設
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状， 現在の対応策， 課題）， ②改善への現実的な提

言を報告することが提案された。このため， 当グ

ループでは 6 月末まで各自がまとめ， 2020年 7 月

29日に親委員会4) へ「2019/2020年モニタリング結

果」を報告。

1) メディア情報モニタリング結果

NHK の新型コロナウイルス情報やハートネット

テレビ等から抽出した障がい児者の新型コロナウイ

ルス関連の課題は表 2 のとおり。

(1) 障がい者支援施設の感染対応

障がい者支援施設などで発生した集団感染は公表

されることも少なく， 対策がとりにくい。障がい者

支援施設が障がい特性に応じた施設内感染対策に関

する医療機関等の助言を受ける体制がほとんどな

い。

(2) 在宅障がい者への感染予防対策

ガイドヘルパーなど感染不安があり， 同行援護が

使えなくなった。

2019年（平成31， 令和 1 年）
1 月27日

グループ会議（東京で初めての会議）
・2019年度の報告書に向けての主要な課題候補について， 議論を行った
・グループメンバーの対象資料の確認を行った
・対象資料は， 2015年と同じ

2 月 4 日 公衆衛生モニタリング・レポート委員会
・発達障がいの横断的グループが新たに追加
・2018/19年度の公衆衛生モニタリング・レポート委員会の報告書の方向性が示される

6 月 3 日 公衆衛生モニタリング・レポート委員会
・委員長から2018/19年度報告書のフォーマットが示される　それに従い報告書を作成することになった

7 月20日 メンバーより担当分野ごとにレポートを提出

7 月26日 報告書提出

8 月 2 日 公衆衛生モニタリング・レポート委員会

10月23日 日本公衆衛生学会総会で， 平成30年度/令和元年度活動報告を障がい・難病グループとしてポスター発
表を行う

10月24日 公衆衛生モニタリング・レポート拡大委員会

11月 8 日 UMIN のメーリングリスト開設

2020年（令和 2 年）4月19日 年次報告書作成休止の連絡が親委員会よりあり　また日本公衆衛生学会総会の発表見送りの意見照会

4 月27日 活動のまとめは， 締め切りを 1 年先送りにし， 2 年分をまとめる　2020年の総会発表は見送り決定

5 月10日， 17日 グループメンバーで Web 会議
・2020年に流行している新型コロナウイルス感染症の当グループに関連する課題について議論

7 月29日 さまざまな種類の特性をもつ障がい者への対策に係る COVID-19の流行に係わる課題を抽出することを
目的に， さらに Web 調査を行うことの提案を含めた報告書を公衆衛生モニタリング・レポート委員会委
員長に提出

10月21日 公衆衛生モニタリング・レポート拡大委員会（Web）にて意見交換会

2021年（令和 3 年）4月23日 2020/21年度 第 1 回公衆衛生モニタリング・レポート委員会　MR 委員会報告書執筆要領提示される

5 月 2 日， 5 月 9 日 Zoom グループ会議
・これまでの進捗状況の確認と2020/21年度課題選定， 課題について意見交換し， 日本公衆衛生学会に報
告する内容について議論した
・日本公衆衛生学会総会で， 2020/21年度活動報告を障がい・難病グループとしてポスター発表を行うこ
とにした
・グループメンバーの対象資料の確認を行う
・対象資料は2015年と同じ

8 月31日 メンバーより担当分野ごとにレポートを提出

9 月17日 報告書提出

12月21～23日 日本公衆衛生学会総会で， 2019～21年度活動報告を障がい・難病グループとしてポスター発表を Web で
行う

12月22日 公衆衛生モニタリング・レポート拡大委員会にて報告

2022年（令和 4 年）3月25日 2021/22年度 第 1 回公衆衛生モニタリング・レポート委員会　MR 委員会報告書執筆要領提示される

1 月30日， 4 月10日， 7 月29日 Zoom グループ会議を開催した
・これまでの進捗状況の確認と2020/21年度課題選定， 課題について意見交換し， 日本公衆衛生学会に報
告する内容について議論した
・日本公衆衛生学会総会で， 2021/22年度活動報告を障がい・難病グループとしてポスター発表を行うこ
とにした
・グループメンバーの対象資料の確認を行う
・対象資料は2015年と同じ

7 月26日 公衆衛生モニタリング・レポート委員会

8 月 5 日 メンバーより担当分野ごとにレポートが提出

9 月 2 日 報告書提出

表 1 障がい・難病グループモニタリング経過（つづき）
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表

2
 

20
19

/2
02

0モ
ニ
タ
リ
ン
グ
結
果
報
告
（

20
20

年
7
月

29
日
）

項
目

主
な
課
題

課
題
解
決
の
参
考
事
例

考
え
ら
れ
る
解
決
の
方
向
性

障
が
い
者
支
援
施
設

の
感
染
対
応

・
障

が
い

施
設

な
ど

で
発

生
し

た
集

団
感

染
は

公
表

さ
れ

る
こ

と
も

少
な
く
，
対
策
が
と
り
に
く
い

・
障

が
い

施
設

が
障

が
い

特
性

に
応

じ
た

施
設

内
感

染
対

策
に

関
す

る
医
療
機
関
等
の
助
言
を
受
け
る
体
制
が
ほ

と
ん
ど
な
い

・
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

の
疑

い
の

あ
る

者
が

出
た

場
合

の
5

つ
の
対
応

・
濃
厚
接
触
が
疑
わ
れ
る
者
の
対
応

・
平

成
26

年
度

 厚
生

労
働

省
社

会
福

祉
推

進
事

業
『

社
会

福
祉

施
設

に
お

け
る

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

発
生

時
の

業
務

継
続

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
作

成
・

周
知

業
務

事
業

』（
公

益
財

団
法

人
　

日
本

知
的

障
害
者
福
祉
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

・
埼

玉
県

の
入

所
施

設
が

医
療

物
資

も
情

報
も

限
ら

れ
る

中
，

感
染

対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成

・
日
本
環
境
感
染
学
会
員

D
IC

T
登
録
開
始

・
千

葉
県

中
心

で
，

国
立

感
染

症
研

究
所

や
，

地
域

の
病

院
の

医
師
，

看
護

師
な

ど
感

染
症

対
策

に
特

化
し

た
人

材
が

集
め

ら
れ
，

障
が
い
施
設
へ
の
感
染
対
策
助
言
を
行
う
体
制
を
構
築

・
北
海
道
の
施
設
の
取
り
組
み

・
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

の
疑

い
の

あ
る

者
が

出
た

場
合

の
施

設
で

の
対

応
方

法
を

わ
か

り
や

す
く

情
報

提
供

す
る

こ
と

が
必
要

・
障

が
い

者
施

設
へ

医
療

機
関

等
の

施
設

内
感

染
対

策
助

言
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
活

用
し

，
標

準
予

防
策

の
徹

底
や

障
が

い
特

性
に

応
じ

た
感

染
対

策
を

障
が

い
部

局
と

一
緒

に
検

討
す

る
こ

と
が
必
要

・
日
本
環
境
感
染
学
会
員

D
IC

T
の
活
用

・
保

健
所

の
感

染
症

専
門

家
と

し
て

は
障

が
い

者
の

こ
と

も
忘

れ
ず
に
感
染
対
策
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要

在
宅
障
が
い
者
へ
の

感
染
予
防
対
策

・
ア
ル
コ
ー
ル
等
感
染
対
策
物
品
が
手
に

入
ら
な
か
っ
た

・
ガ

イ
ド

ヘ
ル

パ
ー

な
ど

が
感

染
不

安
が

あ
り

，
同

行
援

護
が

使
え

な
く
な
っ
た

・
難

病
や

小
児

慢
性

特
定

疾
病

児
の

家
庭

に
ア

ル
コ

ー
ル

の
確

保
が

困
難
で
あ
っ
た
た
め
保
健
所
経
由
で
配
布

・『
訪

問
介

護
職

員
の

た
め

の
そ

う
だ

っ
た

の
か
！

感
染

対
策

』
動

画
（
厚
生
労
働
省

Yo
uT

ub
e（

M
H

LW
ch

an
ne

l）
）

・
自

宅
で

生
活

す
る

障
が

い
者

の
た

め
の

感
染

予
防

の
ポ

イ
ン

ト
と

心
構

え
（

ヘ
ル

パ
ー

が
家

に
や

っ
て

き
た

と
き
，

家
で

の
中

の
行

動
，
外
出
す
る
と
き
の

3
場
面
）

・
感

染
予

防
の

た
め

の
物

資
や

情
報

の
支

援
，

危
険

手
当

の
よ

う
な

報
酬

体
系

な
ど

，
現

場
の

ヘ
ル

パ
ー

を
支

え
，

報
い

る
仕

組
み
が
必
要

通
所
施
設
の
長
期

閉
所
に
よ
る
課
題

・
急

激
な

変
化

が
苦

手
な

子
ど

も
で

は
，
「

本
人

に
イ

ラ
イ

ラ
し

た
様

子
が
出
て
き
た
」

・
感

染
対

策
に

人
手

が
必

要
に

な
り

，
本

来
の

療
育

支
援

が
難

し
く

，
児
童
の
ス
ト
レ
ス
や
不
安
を
ど
う
解
消
し

て
い
く
か
が
課
題

・
通

所
施

設
に

通
え

ず
，

視
覚

障
が

い
者

の
歩

く
機

会
が

減
り

，
日

常
会
話
も
な
く
な
り
，
健
康
状
態
の
悪
化
や

孤
立
が
心
配

・
相

模
原

市
の

放
課

後
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
で

は
2
月

下
旬

か
ら

自
主

的
に
休
業
も
保
護
者
の
声
を
受
け
，

2
週
間
ほ
ど
で
再
開

・
通
所
施
設
の
早
期
再
開

・
障
が
い
特
性
に
応
じ
た
感
染
対
策
の
助
言

長
期
の
休
校
に
よ
る

課
題

・
長
引
く
休
校
で
学
習
や
友
だ
ち
と
の
交

流
を
ど
う
支
え
る
か

・
石

川
県

立
盲

学
校

で
は

ビ
デ

オ
会

議
の

仕
組

み
を

使
っ

た
休

校
中

の
児
童
へ
の
支
援

・
広

島
大

学
で

特
別

支
援

教
育

を
学

ぶ
大

学
生

と
，

視
覚

に
障

が
い

の
あ
る
子
ど
も
た
ち
が
点
字
で
文
通
（「

て
ん

pa
l」

の
取
組
）

・
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
の
仕
組
み
を
活
用

・
視
覚
障
が
い
児
に
は
点
字
に
よ
る
文
通

障
が
い
特
性
に
よ
る

課
題

・
感
覚
が
過
敏
な
た
め
水
が
苦
手
で
頻
繁

な
手
洗
い
が
困
難

・
マ
ス
ク
着
用
が
負
担

・
感

染
対

策
に

人
手

が
必

要
に

な
り

，
本

来
の

療
育

支
援

が
難

し
く

，
児
童
の
ス
ト
レ
ス
や
不
安
を
ど
う
解
消
し

て
い
く
か
が
課
題

・
職
員
た
ち
は
手
洗
い
の
代
わ
り
に
ウ
ェ
ッ
ト
テ
ィ

ッ
シ
ュ
を
使
用

・
マ

ス
ク

も
可

能
な

範
囲

で
着

け
ら

れ
る

よ
う

丁
寧

に
説

明
し

て
対

応

・
障
が
い
特
性
に
応
じ
た
わ
か
り
や
す
い
説
明

・
障
が
い
特
性
に
応
じ
た
感
染
対
策

医
療
的
ケ
ア
児

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
す
れ
ば

重
症
化
す
る
リ
ス
ク
が
高
い

・「
ア

ル
コ

ー
ル

を
含

ん
だ

脱
脂

綿
」

も
入

手
が

難
し

く
な

っ
て

お
り

，
在
庫
が
限
ら
れ
る
中
，
不
安
が
高
ま
っ
て

い
る

・（
ビ

ニ
ー

ル
製

な
ど

の
）

使
い

捨
て

の
薄

い
手

袋
も

な
か

な
か

入
手

し
づ
ら
い
状
況

・
難

病
や

小
児

慢
性

特
定

疾
病

児
家

庭
に

ア
ル

コ
ー

ル
の

確
保

が
困

難
で
あ
っ
た
た
め
保
健
所
経
由
で
配
布

・
災

害
用

の
備

え
と

同
様

医
療

物
品

等
の

ロ
ー

リ
ン

グ
ス

ト
ッ

ク
方
式
の
採
用

人
工
呼
吸
器
の
適
応

・
障

が
い

者
等

が
重

症
に

な
っ

た
場

合
，

体
外

式
膜

型
人

工
肺

（
EC

M
O
）

や
人

工
呼

吸
器

の
治

療
が

受
け

ら
れ

る
の

か
，

高
齢

者
・

障
が

い
者

に
治

療
を

受
け

る
際

の
優

先
順

位
が

あ
る

の
か

な
ど

の
不

安
が
あ
る

・
パ

ン
デ

ミ
ッ

ク
下

に
お

い
て

障
が

い
が

あ
る

人
々

を
ど

う
イ

ン
ク

ル
ー

シ
ブ

に
治

療
す

る
か

，
そ

し
て

ア
ク

セ
シ

ビ
リ

テ
ィ

ー
を

保
つ

か
と
い
う
指
針
（
国
連
の
事
務
総
長
の
声
明
）

・
人

工
呼

吸
器

を
つ

け
て

い
な

い
方

で
，

人
工

呼
吸

器
を

外
せ

な
く

な
る

可
能

性
が

高
い

方
へ

の
人

工
呼

吸
器

装
着

を
選

択
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

障
が

い
特

性
に

応
じ

た
わ

か
り

や
す

い
説
明
が
必
要
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(3) 通所施設の長期閉所

感染対策に人手が必要になり， 本来の療育支援が

難しく， 児童のストレスや不安をどう解消していく

かが課題。通所施設に通えず， 視覚障がい者の歩く

機会が減り， 日常会話もなくなり， 健康状態の悪化

や孤立が心配。

(4) 人工呼吸器の適応

障がい者等が重症になった場合， 体外式膜型人工

肺（ECMO）や人工呼吸器の治療が受けられるの

か， 高齢者・障がい者に治療を受ける際の優先順位

があるのかなどの不安がある。

(5) 視覚障がい者， 聴覚障がい者等の情報入手方

法

視覚障がい者は触ることで情報入手しているが，

以前に比べて接触感染などを心配して， 触ることを

断られることがある。

聴覚障がい者は他者がマスクをしていると読唇術

を使えないことがある。

障がい者は情報格差の被害を受けることがある。

2) 新型コロナウイルスの影響実態調査

ミライロ・リサーチが行った新型コロナウイルス

の影響実態調査6) による障がい種別ごとの「ウイル

スの流行に伴い障がい特性が理由で困った経験」で

は， マスク越しの会話が困難（視覚障がい・聴覚障

がい）， マスクをつける理由がわからず拒否（知的

障がい）， 消毒液の置き場所の課題（肢体不自由：

車いす利用）， 感染不安（肢体不自由・視覚障が

い）， 情報の混乱（精神障がい）などがあった。「在

宅勤務・時差出勤・遠隔会議」に関する意見では，

合理的配慮として普及（肢体不自由）， テレワーク・

テレビ電話の不安（聴覚障がい）， 自由に選択希望

（視覚障がい・発達障がい）， 契約社員の雇用が多い

ため制度が使えないなどがあった。

3) 学会への提言

上記調査結果を受けて， さらに Web 調査を行う

ことと SDGs7) や Society5.08) の世界的な動きに障が

い者も取り残されないようにしていくことが求めら

れると提言をまとめた。

3. 2020/2021年度モニタリング報告9)

2．に記載のとおり2019/2020年度年次報告書発行

は 1 年先送りにし 2 年分まとめることになったた

め， 年次報告書作成は2019–2021年分をまとめるこ

ととし， 2021年 9 月16日に「2020/2021年度モニタ

リング結果」を報告。

1) 2019， 2020年日本公衆衛生学会総会抄録集等

のレビュー

高齢者等他分野の抄録等で障がい児者の課題改善

への現実的な提言につながるものも抽出。

項
目

主
な
課
題

課
題
解
決
の
参
考
事
例

考
え
ら
れ
る
解
決
の
方
向
性

視
覚
障
が
い
者
，

聴
覚
障
が
い
者
の

情
報
入
手

・
視

覚
障

が
い

者
は

触
る

こ
と

で
情

報
入

手
し

て
い

る
が
，

以
前

に
 

比
べ

て
接

触
感

染
な

ど
を

心
配

し
て

，
触

る
こ

と
を

断
ら

れ
る

こ
と

が
あ
る

・
聴

覚
障

が
い

者
は

他
者

が
マ

ス
ク

を
し

て
い

る
と

読
唇

術
を

使
え

な
い
こ
と
が
あ
る

・
障
が
い
者
は
情
報
格
差
の
被
害
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る

・
視
覚
障
が
い
者
の
中
に
は

IC
T
を
活
用
し
て
情
報

入
手

・
首

長
が

記
者

会
見

す
る

と
き

に
手

話
通

訳
を

配
置

す
る

こ
と

が
 

あ
る

・
将

来
目

指
す

方
向

性
と

し
て
，

So
ci

et
y5

.0
（

IT
社

会
）

の
達

成
に

向
け

た
動

き
と

連
動

し
た

形
が

様
々

な
分

野
で

動
き

始
め

て
い
る

・
情

報
ア

ク
セ

シ
ビ

リ
テ

ィ
法

の
成

立
に

伴
い
，

情
報

格
差

が
縮
小
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る

長
期
化
す
る
自
粛
等

に
よ
る
不
安

・
長
期
化
す
る
自
粛
等
に
よ
る
不
安
や
ス
ト
レ
ス
対
応

・
つ
ら
か
っ
た
り
苦
し
か
っ
た
り
し
た
ら
，
遠
慮
な
く

SO
S
を
出
す

・
不
安
や
ス
ト
レ
ス
を
た
め
込
ま
ず
，
周
り
の
人
に
相
談

・
既

存
の

こ
こ

ろ
の

相
談

窓
口

以
外

の
窓

口
で

も
不

安
や

ス
ト

レ
ス
な
ど
傾
聴

差
別

・
感
染
は
自
己
責
任

＝
そ
の
人
の
せ
い
と
さ
れ
た

・
人

々
が

多
様

化
し

て
い

る
社

会
で

は
，

困
難

を
解

決
す

る
に

は
，

ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
が
必
要

・
差

別
の

根
底

に
あ

る
の

は
“

間
違

っ
た

知
識

”
の

た
め

，
正

し
い

知
識
の
普
及
が
必
要

・
多

様
性

の
社

会
を

達
成

す
る

た
め

に
は
，

障
が

い
を

も
っ

た
方

も
障

が
い

の
な

い
方

と
同

じ
よ

う
な

生
活

が
で

き
る

こ
と

な
ど
が
求
め
ら
れ
て
い
る
（

SD
G

s達
成
）

・
障
が
い
特
性
に
応
じ
た
わ
か
り
や
す
い
説
明

コ
ロ
ナ
禍
の
水
害

・
障
が
い
が
あ
る
人
の
“
避
難
行
動
”

・
障
が
い
が
あ
る
人
の
“
避
難
生
活
”

・
水

害
発

生
時

に
感

染
対

策
を

考
え

な
が

ら
避

難
す

る
こ

と
の

模
索

が
始
ま
っ
て
い
る

・
障

が
い

特
性

に
応

じ
た

感
染

対
策

を
す

る
た

め
に

は
在

宅
避

難
が

い
い

の
か

ど
う

か
な

ど
も

障
が

い
者

自
身

が
選

択
で

き
る

よ
う
に
障
が
い
特
性
に
応
じ
た
わ
か
り
や
す
い
説
明
が
必
要

表
2

 
20

19
/2

02
0モ

ニ
タ
リ
ン
グ
結
果
報
告
（

20
20

年
7
月

29
日
）（

つ
づ
き
）
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高齢者施設は施設内でサービス完結が多いが， 障

がい者施設は複数事業所が生活を支え， 感染症が侵

入しやすいため， 標準予防策の徹底が重要。

マスクができない障がい者でもできる感染対策を

一緒に考え， 誰もが理解できるわかりやすい視覚資

料を活用。障がい者の意見を尊重したわかりやすい

感染対策が必要。

施設（通所， 入所， 訪問等）の実情に合わせた感

染対策の助言が必要。

サービス付き高齢者住宅やグループホームは住ま

いのため， 日頃から感染対策が必要と認識されてい

ない。

施設は開業医や往診医との連携だけでなく， 日頃

から入院可能な医療機関との連携も重要。医療機関

間の院内感染対策取得医療機関間での連携を活用

し， 院内感染対策加算取得なし医療機関や事業所

（入所， 通所， 訪問等）との連携も必要。

施設は環境衛生に関する専門的知識や技術を備え

た技術者の配置や建築物環境衛生管理基準に従った

維持管理， 定期的な空気環境の測定など義務がない

ため， 感染対策で重要な換気が課題。

感染症流行時でも継続して流行前のサービスを受

ける体制整備が必要。

避難所で感染患者や濃厚接触者を受入れる時は，

間仕切り材料（段ボールと布比較等）による接触感

染の検討が必要。

施設入所者では蘇生を望まないとされていた方を

職員等の混乱により救急要請するなど混乱。

聴覚障がい者の感染対策の情報不足の課題。

2) 2019–2021年モニタリングから見えた課題と

考えられる解決の方向性

表 3 のとおり。

3) 学会への提言

自治体でサービスを受けている障がい者の健康管

理のための情報整備や障がい特性に合わせた感染対

応などがマニュアル化されることが望まれ， 学会か

らの支援が望まれる。

4. 2021/2022年度モニタリング報告5)

2022年 9 月 2 日に「2021/2022年度モニタリング

結果」を報告。

1) 2020， 2021年日本公衆衛生学会総会抄録集等

のレビュー

高齢者等他分野の抄録等で障がい児者の課題改善

への現実的な提言につながるものも抽出。

複数サービスを受けている方は要介護度の悪化は

少ない。

感染患者の観察・早期発見， 職員の健康管理， 組

織管理等のパンフレットの作成， 応援職員のため 

表
3

 
20

19
–20

21
年
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
か
ら
見
え
た
課
題
と
考
え
ら
れ
る
解
決
の
方
向
性
（

20
21

年
9
月

16
日
）

項
目

課
題

考
え
ら
れ
る
解
決
の
方
向
性

集
団
感
染

・
障
が
い
者
福
祉
施
設
や
高
齢
者
福
祉
施
設
で
集
団
感
染
が
多
く
発
生

・
入
所
施
設
は
集
団
生
活
の
た
め
，
常
に
感
染
症
の
危
機
に
備
え
が
必
要

・
国
内
で

50
人
以
上
の
集
団
感
染
は

，
障
が
い
者
福
祉
施
設
が
多
い

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
順
位
に
障
が
い
者
を
上
位
に
位
置
づ
け
る

・
感

染
対

策
の

地
域

連
携
，

医
療

連
携
，

施
設
（

高
齢

者
，

障
が

い
者
，

入
所
・

通
所

含
む
）

間
連
携
が
集
団
感
染
発
生
防
止
に
役
立
つ

患
者
の
発
生
防
止
に

お
け
る
問
題

・
個
人
の
感
染
対
策
に
限
界
が
あ
る
　
・
マ
ス
ク
着
用
を
嫌
が
る

・
病
気
の
理
解
で
き
な
い
　
・
日
常
の
介
助
で
接
触
を
回
避
で
き
な
い

・
専
門
家
に
よ
る
障
が
い
特
性
に
応
じ
た
感
染
対
策
の
提
案
が
必
要

患
者
発
生
後
・
拡
大
防
止

の
課
題

・
隔
離
が
難
し
く
，
空
間
分
離
（
ゾ
ー
ニ
ン
グ
）
が
で
き
な
い

・
隔
離
（
入
院
）
が
困
難

　
・
人
員
不
足
の
な
か
付
き
添
い
を
求
め
ら
れ
る
　
・
入
院
先
確
保
が
困
難

　
・
環
境
変
化
に
よ
る
状
態
悪
化
の
不
安

・
行
政
等
外
部
か
ら
の
支
援
の
限
界

　
・
環
境
変
化
に
よ
る
状
態
悪
化
の
た
め
，
物
資
等
の
支
援
が
中
心

福
祉
施
設
の
換
気

・
福

祉
施

設
は
「

建
築

物
に

お
け

る
衛

生
的

環
境

の
確

保
に

関
す

る
法

律
」

の
対

象
外

で
，

環
境

衛
生

に
関

す
る

専
門

的
知

識
や

技
術

を
備

え
た

技
術

者
の

配
置

や
建

築
物

環
境

衛
生

管
理

基
準

に
従

っ
た

維
持
管
理
，
定
期
的
な
空
気
環
境
の
測
定
な
ど
の
義
務
規
定
が
な
い

・
福
祉
施
設
で
，
環
境
制
御
を
行
う
体
制
・
仕
組
み
づ
く
り
が
必
要

聴
覚
障
が
い

・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
困
難

：
①
　
・
適
切
な
情
報
が
得
ら
れ
に
く
い

：
②

・
日
常
生
活
上
の
不
便
（
買
い
物
，
受
診
，
保
健
所
そ
の
他
の
機
関
へ
の
問
い
合
わ
せ
な
ど
）
：
③
　

・
障
が
い
者
自
身
の
孤
立

：
④

・
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
資
料
へ
の
文
字
表
示
な
ど
の
配
慮
が
な
い

：
⑤

・
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
用
い
た
手
話
通
訳
　
・
知
事
会
見
に
手
話
通
訳
者
を
つ
け
る

・
筆
談
や
手
話
で
の
情
報
提
供
　
・
透
明
マ
ス
ク
の
使
用
　
・
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業

・
手
話
動
画

：
海
外
で
も
か
な
り
差
が
あ
り
，
改
善
余
地
あ
り
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項
目

課
題

考
え
ら
れ
る
解
決
の
方
向
性

視
覚
障
が
い

・
聴
覚
障
が
い
の
②
，
③
，
④
，
⑤
は
視
覚
障
が
い
も
同
様
の
課
題
あ
り

・
外
出
時
に
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
が
依
頼
し
に
く
く
，
感
染
防
止
の
た
め
他
者
と
の
関
係
が
と
り
に
く
い

・
物
や
位
置
を
手
で
確
認
す
る
の
に
除
菌
ア
イ
テ
ム
が
手
に
入
ら
な
い

・
日
常
生
活
で
買
い
物
，
受
診
が
し
に
く
い
な
ど
（
北
海
道
の
視
覚
障
が
い
者
支
援
団
体
の
調
査
よ
り
）

・
針
灸
マ
ッ
サ
ー
ジ
な
ど
の
仕
事
が
な
い

・
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
音
声
の
説
明
な
ど
の
配
慮
が
な
い

・
コ
ロ
ナ
感
染
に
関
す
る
情
報
が
得
ら
れ
に
く
い
な
ど
（
調
査
以
外
）

・
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
　
・
指
で
な
ぞ
る
と
文
字
を
読
み
上
げ
る
ア
プ
リ
の
開
発

・「
お
助
け
相
談
窓
口
」
を
開
設
し
，
迅
速
に
物
品
の
配
達
　
等

重
症
心
身
障
が
い

・
消
毒
液
や
マ
ス
ク
な
ど
衛
生
材
料
が
手
に
入
り
に
く
い

・
医

療
的

ケ
ア

が
必

要
な

子
ど

も
ま

た
は

家
族

が
感

染
し

た
ら

預
け

る
と

こ
ろ
，

入
院

先
，

ケ
ア

す
る

人
が
得
ら
れ
に
く
い

・
家
族
が
感
染
す
る
と
介
護
者
や
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
な
ど
が
利
用
で
き
な
く
な
る

・
子
ど
も
が
感
染
し
た
ら
呼
吸
器
を
使
っ
て
も
ら
え
る
か

・
車
い
す
に
乗
っ
て
い
る
と
消
毒
液
な
ど
に
手
が
届
か
な
い

・
医
療
的
ケ
ア
が
必
要
な
人
や
そ
の
家
族
が
感
染
し
た
場
合
（
自
治
体
の
取
組
）

　
・
感
染
予
防
の
準
備
を
し
た
看
護
師
が
訪
問

　
・
感
染
し
た
家
族
に
か
わ
り
自
宅
に
支
援
者
を
派
遣

慢
性
疾
患

・
入
院
し
て
い
る
子
ど
も
の
院
内
学
級
で
授
業
が
受
け
ら
れ
な
い
，
授
業
数
が
減
っ
た

・
病
気
療
養
中
も
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
に
よ
り
進
級
で
き
た

発
達
障
が
い

・
学

校
の

休
校

や
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
の

中
止

に
よ

リ
，

生
活

リ
ズ

ム
が

乱
れ

た
り
，

パ
ニ

ッ
ク

や
自

傷
行

為
が
増
え
た

・
マ
ス
ク
着
用
が
困
難
な
人
が
い
て
，
周
囲
か
ら
の
理
解
が
得
ら
れ
に
く
く
，
家
族
が
外
出
し
づ
ら
い

・
保
護
者
が
子
ど
も
へ
の
対
応
冊
子
を
作
成
　
・
家
の
中
で
楽
し
く
過
ご
す
工
夫
の
紹
介

・
障
が
い
が
異
な
る
親
の
会
が
協
力
し
て
子
ど
も
の
メ
ン
タ
ル
面
の
ケ
ア
を
求
め
る
要
望
書
提
出

日
常
生
活

・
障
が
い
者
の

60
%

が
食
事
や
医
薬
品
，
日
用
品
の
購
入
に
問
題
あ
り
（
海
外
論
文
）

・
す

べ
て

の
障

が
い

者
が

様
々

な
活

動
に

参
加

す
る

に
は
，

円
滑

に
意

思
疎

通
が

極
め

て
重

要
と

さ
れ
，
情
報
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
法
が
令
和

4
年

5
月

25
日
に
施
行

情
報
取
得

・
政
府
の
情
報
は
障
が
い
あ
る
者
に
配
慮
し
て
い
な
い

・
聴
覚
障
が
い
者
の

78
%

は
政
府
か
ら
の
情
報
の
一
部
又
は
全
部
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い

保
健
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス

・
感

染
流

行
前

で
も

重
度

障
が

い
者

は
，

移
動

手
段
，

費
用

等
の

問
題

か
ら

ヘ
ル

ス
ケ

ア
を

受
け

に
く

い
。
感
染
流
行
に
よ
り
格
差
が
広
が
り
，
健
康
状
態
が
悪
化
（
海
外
論
文
）

・
感

染
流

行
に

よ
り

障
が

い
者

の
健

康
（

he
al

th
）

や
福

利
（

w
el

l-b
ei

ng
）

へ
悪

影
響

あ
り
（

海
外

 
論
文
）

・
医

療
機

関
，

福
祉

施
設
（

高
齢

者
，

障
が

い
者

，
入

所
・

通
所

含
む
）

も
交

え
た

連
携

シ
ス

テ
ム
の
構
築
が
求
め
ら
れ
る

・
福
祉
施
設
と
医
療
機
関
と
の
連
携
で
は
普
段
よ
り
入
院
可
能
な
医
療
機
関
と
の
連
携
も
必
要

死
亡
リ
ス
ク

・
20

20
年

1
月

か
ら

11
月

に
C

O
V

ID
-1

9感
染

に
よ

り
亡

く
な

っ
た

60
%

が
障

が
い

者
（

病
気

や
障

が
い
の
た
め
日
常
生
活
に
支
障
あ
り
と
回
答
）

・
C

O
V

ID
-1

9感
染

に
よ

る
死

亡
リ

ス
ク

は
病

気
や

障
が

い
が

あ
る

者
の

中
で

も
“

日
常

生
活

に
多

く
の

制
限

が
あ

る
（

m
or

e-
di

sa
bl

ed
）”

と
答

え
た

男
性

は
障

が
い

が
な

い
男

性
に

比
べ

て
3.

1倍
，

女
性

は
3.

5倍
高
い
（
海
外
論
文
）

避
難
所

・
全
国
的
に
移
動
制
限
さ
れ
る
た
め
外
部
の
応
援
は
期
待
で
き
な
い

・
間

仕
切

り
材

料
と

し
て
，

段
ボ

ー
ル

や
布

の
表

面
を

介
し

た
接

触
感

染
リ

ス
ク

に
差

が
あ

る
か

否
か
，
明
確
な
エ
ビ
デ
ン
ス
は
な
い

・
感
染
症
患
者
も
要
配
慮
者
と
し
て
捉
え
，
人
権
に
配
慮
し
た
対
応
が
必
要

・
避
難
所
に
間
仕
切
り
の
使
用
は
効
果
あ
り

・
段

ボ
ー

ル
や

布
の

表
面

を
介

し
た

接
触

感
染

リ
ス

ク
に

差
が

あ
る

か
否

か
エ

ビ
デ

ン
ス

が
求

め
ら
れ
て
い
る

IC
T
の
活
用

・
感
染
症
流
行
時
は
感
染
症
流
行
前
の
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
な
い

・
高
齢
者
や
障
が
い
者
は

IC
T
を
利
用
し
た
こ
と
が
な
い
方
が
い
る

・
家
庭
で

IC
T
の
活
用
に
機
器
整
備
等
費
用
が
高
額

・
感

染
症

流
行

時
は

感
染

症
流

行
前

と
同

じ
サ

ー
ビ

ス
可

能
な

体
制

整
備

が
IC

T
の

活
用

で
可

能
性
あ
り

・
日
頃
か
ら

IC
T
に
触
れ
る
機
会
が
必
要

・
家
庭
で

IC
T
が
活
用
で
き
る
よ
う
財
政
支
援
等
も
必
要

表
3
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のチェックリスト等を作成し調査体制の整備が必

要。

正しい感染対策の啓発によりボランティア活動継

続意志が損なわれない。

従事者が高齢者の現場では従事者も重症化の可能

性があり， わかりやすい感染対策が必要。従事者の

メンタルヘルスにも配慮した感染対策が必要。

施設応援時に従事者の考えに寄り添い， 応援者も

施設内で感染対策の考え方を合わせることが必要。

地域在住高齢者へ終末期医療に関する意向確認

時， 個々の医療行為の確認より包括的な質問で意向

の確認の方が回答を得られやすいと示唆。重症心身

障がい児の人生会議（Advance Care Planning：ACP）
の取組報告あり， ACP が早期に日常となることを

期待する。

対面カンファレンスの減少で病院とケアマネ間の

患者の入退院調整情報を情報共有シートなどで相互

理解が必要。

コロナ影響調査のインターネット研究開始。ICT
の活用でコミュニケーションや交流会や感染流行前

と同じ活動の継続や高齢者のフレイル予防の可能

性。

避難所の感染対策物品は日常備蓄や流通備蓄など

効率・持続可能性が必要。

未知の感染症発生の可能性がある際， 患者のプラ

イバシー保護と感染症対策の徹底・積極的な情報公

開のバランスが必要。

2) 2021–2022年モニタリングから見えた課題と

考えられる解決の方向性

表 4 のとおり。

3) 学会への提言

コロナの重症化リスクには生活習慣病に係るもの

が多くあり， 障がい者の健康管理の課題解決のため

にも医療・保健・福祉の連携が急務である。コロナ

のマニュアル作成含めて地域間格差をなくすために

も学会の支援が望まれる。

Ⅳ 考 察

1. 新型コロナウイルス感染症流行下の障がい児
者， 難病患者への支援についてのモニタリング
の必要性

海外論文では， COVID-19の感染と死亡は知的障

がいを持つ人々の間で高い， 知的・発達障がい者の

新型コロナ致死率は一般人口の 2 倍， 発達障がい者

は呼吸器疾患等ある人が多く， 高リスクのグループ

ホームなどで職員の健康管理に課題があるなどの報

告があった10～12)。しかし， 日本では新型コロナウ

イルス感染症の流行初期には障がい者施設等への集

団感染対応が報道でもあまり取り上げられていな

かった。

障がい者団体等の活動・働きかけにより， 障がい

児者等への支援の必要性が高まり， 障がい者の感染

対策を感染対策専門家が一緒に検討することで， 自

治体・事業所等の取組（厚生労働省ホームペー

ジ）13) としてネットで検索できるようになった。ま

た， 令和 2 年度厚生労働科学研究事業新型コロナウ

イルス感染症領域別感染予防策（研究代表者：東北

医科薬科大学・賀来満夫教授）で， 障がい者施設に

おける新型コロナウイルス感染症対策事例集14) が

作成された。

2. 障がい福祉サービス等報酬改定等
令和 3 年度障がい福祉サービス等報酬改定15) で

は， 全サービスの感染症対策の強化（委員会の開

催， 指針の整備， 研修の実施， 訓練：シミュレー

ションの実施）， 業務継続に向けた取組強化（感染

症や災害が発生した場合でも必要な障がい福祉サー

ビスが継続的に提供できる体制を構築する観点か

ら， 全サービス等事業者対象に， 業務継続に向けた

計画等の策定， 研修の実施， 訓練：シミュレーショ

ンの実施等）を 3 年間の経過措置で義務付けられ

た。運営基準の必要な見直しを行い， その取組を基

本報酬で評価することになった。厚生労働省のホー

ムページの感染対策マニュアル・業務継続ガイドラ

イン3) 等に研修動画も掲載された。

令和 6 年度障がい福祉サービス等報酬改定16) で

は障がい者支援施設等の感染症発生時に備えた医療

機関との連携強化・感染症対応力の向上が評価され

た。

障がい者にはコロナ情報が届かない方が多くい

た。社会保障審議会障害者部会では障害者総合支 
援法改正法施行後 3 年の見直しがされ， 2022年 6 月

13日の報告書17) で意思疎通支援が盛り込まれた。ま

た2022年 5 月25日に障害者情報アクセシビリティ・

コミュニケーション施策推進法18) も施行された。

都道府県， 市町村が策定する行政計画は今まで法

律ごとで作成が必要であったが， 同様の内容の計画

は一体化し， 組織横断的に検討して計画を策定する

など， 縦割り組織による弊害が解消されつつある。

多様性のある人々への対応には障害者差別解消

法19) に基づく歩み寄りによる生きづらさへの解決

方法を模索する活動や， 成育基本法のような切れ目

のない支援， 高齢者施策が障がい者施策にも活用で

きるものがある。

障がい児者施設等は新興感染症の発生時等の対応

を医療機関と平時から決めておき， 発生時に混乱な

く対応できることが期待される。
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感
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感
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要
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ク
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・
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，
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兼
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の
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り
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者
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設
の
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難

・
応
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の
情
報
提
供
方
法
，
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施
設
の
体
制
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が
困
難

・
感
染
対
策
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門
家
に

よ
る
障
が
い
特
性
別
の
感
染
対
策
の
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言
が
必
要

・
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設
応

援
の
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，
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設
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員

の
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に
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と

が
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で

，
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内

で
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が
必
要
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理

・
施
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職

員
の

健
康

状
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の

た
め
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感
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等
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設
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等
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な

ど
C

O
V
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す
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と
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重
症
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す
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が
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が

，
新
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コ
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ワ
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ン
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が
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対
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の
選
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・
訪
問
接
種
　
・
前
倒
し
接
種
　
等
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取
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症
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滞
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離
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ン
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感
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備
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で
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療
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り
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，
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で
も
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の
人
を
救
う
た
め
に
「
命
の
選
択
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も
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野
に
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っ
た

・
医
療
資
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に
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り
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る
こ
と
を
平
時
か
ら
伝
え
る
こ
と
が
重
要

・
高
齢
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は
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の
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性
が
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る
た
め
，
蘇
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不
要
指
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A
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要
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施
設
内
で
の
看
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り

対
応
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，
嘱
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医
等
が
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た
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て
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き
い
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親
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に
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誰
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そ

の
人

の
望
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や
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受
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に
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（
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）
の
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な
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及
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必
要
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Ⅴ お わ り に

新型コロナウイルス感染拡大時で多忙な中， 当グ

ループではできる範囲で活動をし， 2 年間の活動を

報告書にまとめることができた。大規模な感染拡大

時に多くの専門家が障がい者施設等福祉制度による

方々への支援を考えるようになったことは活動当時

の目標を達成できたと考える。

これからも各専門家が健康と福祉に取り残されて

いる人がいないかという視点で活動をしていただく

ことを期待したい。

本研究にあたり， 共著者の橘とも子は令和3–6年度 JSP
科研費助成（課題番号21K 10295）， 令和4–5年度厚労科研

（課題番号22FG 1001）の研究費を受けている。著者およ

びその他共著者には開示すべき COI 関係はありません。

⎛ 受付 2024. 8.21⎞

｜ 採用 2024.11.14｜
⎝ J-STAGE 早期公開 2025. 2. 4⎠
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Support provided for persons with disabilities and patients  
with intractable diseases during the COVID-19 pandemic

Chisato TANIKAKE*, Jinichi SUZUKI2*, Tatsuko SUGII3*, Tomoko TACHIBANA4*,  
Yoshimi HASHIMOTO5* and Tomoko KODAMA6*

Key words :  COVID-19, children with disabilities, persons with disabilities, patients with intractable diseases, 
disability characteristics, infection control

Objectives　Considering the difficulty and importance of supporting persons with disabilities (PWDs) and 
patients with intractable diseases during the COVID-19 pandemic, we monitored and reported support 
activities for PWDs and patients with intractable diseases.

Methods　We attempted to identify the issues to be resolved by the keywords “disability” and “intractable disease” 
from 2019–2022 during the COVID-19 pandemic. The information materials were (1) abstracts from 
the general meetings of the Japanese Society of Public Health and the Society of Local Public Health 
journals (2019–2021), (2) foreign academic journals; (3) newspapers (national papers [Asahi Shimbun, 
Yomiuri Shimbun, Mainichi Shimbun, Sankei Shimbun], in 2021), media information, such as maga-
zines and websites, (4) legislation, notifications, and research expenses, and (5) patient group informa-
tion. We made several proposals for the Japanese Society of Public Health.

Results　 In 2020, facilities for PWDs did not have a system for receiving advice from infection control experts. 
During the COVID-19 pandemic, PWDs experienced trouble because of the characteristics of their dis-
abilities, such as difficulty in accessing COVID-19 information. Children with disabilities felt stressed 
owing to the closure of daycare facilities. Further web research is necessary, considering the changes in 
working style. In 2021, local governments were requested to prepare manuals to provide information to 
PWDs and respond to infections according to the characteristics of each disability, and support from aca-
demic societies was anticipated. In 2022, local governments led collaborations with medical care facilities, 
health, and welfare. Support from academic societies was desirable to eliminate regional disparities, such 
as creating manuals for infection control and COVID-19.

Conclusion　 We believe that receiving advice from various experts on supporting welfare systems for facilities for 
PWDs during the COVID-19 pandemic helped us achieve our initial goals. We hope that all the experts 
will continue to work from the perspective of whether anyone is left behind concerning health and 
welfare.

*  Moriguchi Public Health Center, Osaka Prefecture
2*  Sagamihara City Public Health Center (formerly affiliated)
3*  Tohto University Faculty of Human Care at Numazu
4*  Center for Health Informatics Policy, National Institute of Public Health
5*  Saku University School of Nursing (formerly affiliated)
6*  Department of Public Health Policy, National Institute of Public Health


